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助
役 

副
町
長 

◇
須
恵
町
副
町
長
の 

定
数
を
定
め
る
条
例
◇ 

　
須
恵
町
副
町
長
の
定
数
は

一
名
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。 

　
従
来
の
町
の
助
役
と
い
う

名
称
が
副
町
長
と
名
称
が
変

わ
る
と
と
も
に
、
従
来
首
長

の
補
佐
的
な
役
割
と
い
う
形

で
あ
っ
た
も
の
が
今
後
は
拡

大
さ
れ
、
例
え
ば
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
あ
る
い
は
特
命
事
業
な

ど
に
関
し
、
全
て
副
町
長
の

権
限
に
よ
り
行
な
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま

し
た
。 

　
ま
た
、
収
入
役
を
廃
止
し
、

会
計
管
理
者
を
置
く
こ
と
と

な
り
、
収
入
役
は
特
別
職
で

あ
り
ま
し
た
が
会
計
管
理
者

は
一
般
職
と
な
り
ま
す
。 

　
な
お
、
副
町
長
・
会
計
管

理
者
い
ず
れ
も
平
成
十
九
年

四
月
一
日
か
ら
の
適
用
と
な

り
ま
す
が
、
収
入
役
に
つ
い

て
は
、
そ
の
時
点
ま
だ
在
任

し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
任

期
が
終
わ
る
ま
で
と
な
り
ま

す
。 

　
そ
の
他
、
条
例
で
使
っ
て

い
る
言
葉
の
言
い
か
え
等
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

　 ◇
須
恵
町
職
員 

　
　
　
定
数
条
例
の
改
正
◇ 

　
町
長
部
局
の
職
員
「
一
一

六
人
」
か
ら
「
一
一
〇
人
」

に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 恵良　剛明 氏 

　「請願」とは、町政に関する事項などに関する
意見や要望を、議会に対して提出することです。
　請願は議員の紹介が必要です。 
　「陳情」とは、請願と同様に町政に関する事項
などについての意見や要望を議会に対して提出
することです。 
　請願とは違い紹介議員は必要ありません。 

シリーズ 

「請願・陳情」とは？ 

　町議会の活動状況を知るために、どなた　町議会の活動状況を知るために、どなた
でも傍聴できます。でも傍聴できます。 
　申込みの受付は、役場４階議会事務局で　申込みの受付は、役場４階議会事務局で
行っています。行っています。 
　なお、次の定例議会は、　なお、次の定例議会は、３月２日からの
予定です。です。 

　町議会の活動状況を知るために、どなた
でも傍聴できます。 
　申込みの受付は、役場４階議会事務局で
行っています。 
　なお、次の定例議会は、３月２日からの
予定です。 
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傍聴席から見た議場 

　
恵
良
剛
明
氏
（
甲
植
木
区 

・
七
一
歳
）
が
人
権
擁
護
委 

員
へ
の
再
任
の
推
薦
が
あ
り
、 

議
会
よ
り
同
意
す
る
こ
と
に 

決
定
し
ま
し
た
。 

　
任
期
は
、
平
成
二
十
二
年 

三
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
。 

◇
一
般
会
計
（
第
五
回
）
◇ 

　
補
正
額
は
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
一
億

一
千
八
百
三
十
七
万
五
千
円

を
追
加
し
、
予
算
総
額
は
七

十
三
億
四
千
六
百
九
十
万
二

千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
主
な
も
の
は
、
早
期
退
職

者
二
名
分
の
退
職
手
当
特
別

負
担
金
一
千
九
百
九
十
九
万

六
千
円
、
町
有
地
の
売
払
い

収
入
な
ら
び
に
寄
付
金
を
財

政
調
整
基
金
へ
積
み
立
て
る

額
三
千
五
百
八
十
八
万
六
千

円
、
乳
幼
児
医
療
費
五
百
十

六
万
三
千
円
、
町
道
須
恵
〜

井
尻
線
舗
装
改
良
工
事
一
千

百
万
円
、
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
へ
の
繰
り
出
し
金

六
百
六
十
一
万
二
千
円
、
新

城
山
た
め
池
改
修
実
施
設
計

委
託
料
七
百
万
円
、
旧
柱
田

池
調
整
池
改
修
、
立
毛
地
区

取
水
井
堰
等
の
改
修
や
大
福

池
ポ
ン
プ
場
取
水
槽
止
水
弁

な
ど
の
改
修
な
ど
で
す
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

 

◇
国
民
健
康
保
険 

特
別
会
計
（
第
二
回
）
◇ 

　
補
正
額
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
二
百
四
十
万
円
を
追

加
し
予
算
総
額
は
二
十
七
億

一
千
六
百
六
十
四
万
五
千
円

と
な
り
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

 

◇
老
人
保
健
特
別
会
計 

（
第
一
回
）
◇ 

　
補
正
額
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一
千
九
百
六
十
八
万

五
千
円
を
追
加
し
予
算
総
額

は
二
十
二
億
二
百
一
万
二
千

円
と
な
り
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

◇
公
共
下
水
道
事
業 

特
別
会
計
（
第
三
回
）
◇ 

　
補
正
額
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一
千
二
百
二
十
五
万

七
千
円
を
追
加
し
予
算
総
額

は
十
億
九
千
六
十
二
万
二
千

円
と
な
り
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

 

◇
農
業
集
落
排
水
事
業 

特
別
会
計
（
第
二
回
）
◇ 

　
補
正
額
は
、
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
百
四
十
一
万
八
千
円

を
追
加
し
予
算
総
額
は
八
千

七
百
五
十
三
万
円
と
な
り
ま 

し
た
。 （

全
員
賛
成
で
可
決
） 

 

◇
水
道
事
業
会
計 

（
第
三
回
）
◇ 

　
収
益
的
支
出
、
百
三
十
万 

二
千
円
を
増
額
し
予
算
総
額 

五
億
四
千
五
百
九
十
万
七
千 

円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
資
本
的
支
出
、
六
百
万
円 

を
増
額
し
予
算
総
額
二
億
二 

千
八
百
六
十
七
万
七
千
円
と 

な
り
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

一般会計補正予算可決！ 

水
道
料
金
を
改
定 

◇
須
恵
町
上
水
道
給
水
条
例 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
◇ 

　
平
成
十
八
年
三
月
策
定
の

須
恵
町
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン

に
沿
っ
て
十
九
年
度
か
ら
平

均
一
五
・
五
％
の
料
金
改
定

（
値
上
げ
）
を
実
施
し
、
水

道
財
政
の
安
定
化
を
図
る
も

の
で
す
。 

　
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等

に
よ
り
、
配
水
量
は
横
ば
い

傾
向
で
あ
り
小
口
使
用
者
の

増
加
と
大
口
利
用
者
の
減
少

と
い
う
需
要
構
造
の
変
化
が

あ
り
ま
す
。 

　
住
民
の
方
へ
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
節
水
を
呼
び
か
け
ま

す
が
、
各
ダ
ム
の
建
設
、
完

成
お
よ
び
海
水
淡
水
化
事
業

の
完
了
に
よ
り
福
岡
水
道
企

業
団
か
ら
の
受
水
量
が
増
加

し
、
水
需
要
が
安
定
傾
向
に

あ
る
こ
と
を
か
ん
が
み
、
急

激
な
逓
増
料
金
体
系
を
見
直

し
ま
し
た
。 

（
全
員
賛
成
で
可
決
） 

舗装改良工事が行われる町道須恵～井尻線 
（新生バス停前） 

　水道料金が７年ぶりに改定 
されることになりました。 
　町の水道事業は、できるだけ安く供給でき
るように経営努力を続けてきましたが、現行
の水道料金では今後の健全な経営が困難とな
りましたので平均で15.5パーセント値上げ
する料金改定を行い、本年７月の納付書発行
分（６月のメーター検針）から実施します。 
　今後とも経費の節減に、より一層努めてま
いりますので御理解と御協力をお願いします。 

やむなく 
水道料金の改定 6月から 実施 

須恵町役場上下水道課 

人
権
擁
護
委
員 

　
　
　
　
を
答
申 

その他の議案 可・否 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

継続審査 

一般職の職員の給与に関する条例の 
一部を改正する条例 

須恵町における地方自治法の一部を改正する法律の 
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

福岡県市町村災害共済基金組合を組織する 
地方公共団体の数の減少について 

〔陳情〕… 安全・安心の医療と看護の実現のため 
　　　　　医師・看護師等の増員を求める陳情書 

粕屋南部消防組合規約の変更について 

北筑衛生施設組合規約の変更について 

下水道工事の施工について 

工事請負契約の変更について 

その他の議案 可・否 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

全員賛成 

継続審査 

須恵町立美術センター久我記念館設置条例の 
全部を改正する条例 

福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の 
数の減少について 

〔意見書〕… 「法テラス」の更なる体制整備・ 
　　　　　　充実を求める意見書（案） 

糟屋郡自治会館組合規約の変更について 

須恵町外二ケ町清掃施設組合規約の変更について 

土木工事の施工について 

水道工事の施工について 

町営路線の認定について 

1億1,838万円 

て
い
ぞ
う 


